
８ 入学手続き
（１）新入学及び編入学
資 格①

・ 入学資格は、原則として日本国籍を有する本邦教育摘要学齢者とする。

［ 新入学 ］

、幼稚部に入学できる者は、その年の 月 日現在、満５歳以上とする。ア 4 2
平成１３(２００１)年４月２日～平成１４(２００２)年４月１日生まれ

、小学部第１学年に入学できる者は、その年の 月 日現在、満６歳以上とする。イ 4 2
平成１２(２０００)年４月２日～平成１３(２００１)年４月１日生まれ

、中学部第１学年に入学できる者は、その年の４月２日現在、満１２歳以上とする。ウ

平成６(１９９４)年４月２日～平成７(１９９５)年４月１日生まれ

、高等部第１学年に入学できる者は、その年の４月２日現在、満１５歳以上とする。エ

平成３(１９９１)年４月２日～平成４年(１９９２)年４月１日生まれ

［ 編入学 ］

・ 学齢相当とする。

※ ただし、学年を下げて編入学を希望する場合、検討を行う。

入学時期②

新入学は原則として４月第１土曜日とする。ただし、編入学は随時認める。

入学手続き③

新入学及び編入学希望者は、事務局備え付けの書類に必要事項を記入の上、事務局に提出し、ただ

ちに入学金及び授業料の払い込み等の手続きを完了すること。

（２）休学・転学及び退学
病気・一時帰国その他の理由で欠席が長期にわたる場合は、速やかにその旨の届出を行うこと。①

転居・帰国等の理由で退学する場合は、時期が判明しだい早めに学級担任に申し出、事務局まで退②

学届を提出すること。

（３）授業料の徴収
授業料①

幼稚部年額９８９ドル、小学部年額８８１ドル、中学部年額８８１ドル、高等部年額９８９ドルと

し、下記の通り納入する。

、第１期分 幼稚部及び高等部２９９ドル、小学部及び中学部２６７ドルア

[ 月分] [納入期日] ４月２１日4~7
、第２期分 幼稚部及び高等部４３７ドル、小学部及び中学部３８９ドルイ

[ 月分] [納入期日] ８月２５日8~12
、第３期分 幼稚部及び高等部２５３ドル、小学部及び中学部２２５ドルウ

[ 月分] [納入期日] １月１９日1~3
入学金・教材費②

、入学金……１００ドル 、教材費……学年に応じて実費ア イ

はなみずき会年会費③

ジョージア日本語学校規約、第７条第３項により、入学資格は父母がジョージア日本人商工会傘下の

「はなみずき会」会員であること。年会費 一家庭につき ドル60

※年度中途退学者の授業料の扱いについては、下記の通りとする。

。 、 、 、 。・日割り計算で精算 なお 退学予定のある場合は 学期初め納入時 退学予定日までの部分納付も可

なお、退学中止の場合は追徴を行う。

・入学金及び教材費の返金は行わない。ただし、教材費は在学する学期に応じて返金できる場合、返金

する。


